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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御情報とともに送信されたディジタル情報を受信し、受信した前記ディジタル情報を
第１の記録媒体に記録し、前記第１の記録媒体から再生するディジタル情報記録再生装置
において、
　前記制御情報は、少なくとも前記ディジタル情報のコピー可、一世代のみコピー可、コ
ピー禁止のいずれかを示すコピー制御情報を含み、
　前記ディジタル情報を受信する受信手段と、
　受信した前記ディジタル情報から前記制御情報を検出する検出手段と、
　受信した前記ディジタル情報を前記第１の記録媒体に記録し、前記第１の記録媒体から
再生する記録再生手段と、
　前記記録再生手段が前記第１の記録媒体から再生したディジタル情報を出力するディジ
タルインタフェースと、
　前記記録再生手段が前記第１の記録媒体から再生したディジタル情報をリムーバブルな
第２の記録媒体へディジタル記録する第２の記録手段と、
　前記記録再生手段、前記ディジタルインタフェース、及び前記第２の記録手段を制御す
る制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記コピー制御情報が一世代のみコピー可であり、コピー可能な回数
が定められている場合に、
　前記ディジタル情報を前記ディジタル情報記録再生装置固有の暗号化を施して前記第１
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の記録媒体に記録し、
　前記第１の記録媒体に記録した前記ディジタル情報記録再生装置固有の暗号化を施した
ディジタル情報を、前記ディジタル情報記録再生装置固有の暗号を復号して再生し、
　再生したディジタル情報について、前記ディジタル情報記録再生装置固有の暗号化とは
異なる第２の暗号化を施して、前記ディジタルインタフェースを介して出力することによ
って行うディジタルコピー生成処理、または、前記第２の記録手段によるディジタルコピ
ー生成処理を行い、
　前記ディジタルコピー生成処理においては、前記ディジタルインタフェースを介したデ
ィジタルコピー生成処理と前記第２の記録手段によるディジタルコピー生成処理とを含む
複数種類の異なるディジタルコピー生成処理により生成した複数の異なるコピー先に対す
るコピーの生成数の合計が所定数に達するまでは、いずれのディジタルコピー生成処理も
可能とし、前記コピーの生成数の合計が前記所定数以下となるように管理するとともに、
前記コピーの生成数の合計を改竄できないように管理することを特徴とするディジタル情
報記録再生装置。
【請求項２】
　制御情報とともに送信されたディジタル情報を受信し、受信した前記ディジタル情報を
第１の記録媒体に記録し、前記第１の記録媒体から再生するディジタル情報記録再生装置
におけるディジタル情報記録再生方法において、
　前記制御情報は、少なくとも前記ディジタル情報のコピー可、一世代のみコピー可、コ
ピー禁止のいずれかを示すコピー制御情報を含み、
　前記ディジタル情報を受信し、
　受信した前記ディジタル情報を前記第１の記録媒体に記録し、
　記録した前記ディジタル情報を前記第１の記録媒体から再生し、
　前記第１の記録媒体から再生したディジタル情報について、ディジタルインタフェース
を介したディジタルコピー生成処理またはリムーバブルな第２の記録媒体へディジタル記
録するディジタルコピー生成処理を行い、
　前記コピー制御情報が一世代のみコピー可であり、コピー可能な回数が定められている
場合には、
　前記第１の記録媒体への記録においては、前記ディジタル情報を前記ディジタル情報記
録再生装置固有の暗号化を施して前記第１の記録媒体に記録し、
　前記第１の記録媒体からの再生においては、前記第１の記録媒体に記録したディジタル
情報に施されている前記ディジタル情報記録再生装置固有の暗号を復号し、
　前記ディジタルコピー生成処理においては、前記ディジタル情報記録再生装置固有の暗
号化とは異なる第２の暗号化を施して、前記ディジタルインタフェースを介して出力する
ことによって行うディジタルコピー生成処理と、前記第２の記録媒体へ記録するディジタ
ルコピー生成処理とを含む複数種類の異なるディジタルコピー生成処理により生成した複
数の異なるコピー先に対するコピーの生成数の合計が所定数に達するまでは、いずれのデ
ィジタルコピー生成処理も可能とし、前記コピーの生成数の合計が前記所定数以下となる
ように管理するとともに、前記コピーの生成数の合計を改竄できないように管理すること
を特徴とするディジタル情報記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、著作権保護すべきディジタル情報の記録媒体への記録制限を行える装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　コピー世代制御に対応したディジタルコンテンツの記録再生装置に関連する文献として
、以下のような特許文献１がある。特許文献１には、コピー制御情報が一世代のみコピー
可能を示す「Copy One Generation」コンテンツを記録媒体に記録する際に、規定の時間
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以内では「Copy One Generation」として記録することにより、一部記録し損じた部分を
補い、または記録媒体へ同一コンテンツを複数個記録することにより、他の媒体へバック
アップをとった上でハードディスク上の情報で視聴することを可能としたディジタルコン
テンツの記録再生装置に関連している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３１９２２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、携帯電話などの携帯端末にも高精度な液晶モニタが搭載されつつあり、移動中も
しくは移動先においても、ディジタルコンテンツの視聴が可能な環境が整備されつつある
。前記環境下において、特許文献１に示した記録再生装置では、複数記録したコンテンツ
のうちのひとつを前記の携帯端末に移動して、視聴することが考えられる。
【０００５】
　しかし、特許文献１に示した記録再生装置には、その具体的な実現手段が記載されてい
ない。また、他の媒体へバックアップする回数を制限する手段が無いため、著作権者が「
Copy One Generation」のコンテンツに対して、バックアップする回数を規定し、著作権
の保護を実現することができない。
【０００６】
　また、バックアップ対象の他媒体は、半導体メモリ、光ディスク等さまざまなものが考
えられ、これらは記録再生装置内に接続されたハードディスクに対して、記録可能な容量
は少なくなる為、記録時の圧縮率から、各媒体にあわせた圧縮率に変換する必要が生じる
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、例えば、特許請求の範囲に記載されるように構成すればよ
い。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、著作権保護すべきディジタル情報の記録再生装置における記録媒体へ
の記録制限を行える装置及び方法を提供でき、使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示す
ブロック図。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る記録管理情報の構成を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る暗号制御部の構成例を示すブロック図。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る復号制御部の構成例を示すブロック図。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る鍵生成部の構成例を示すブロック図。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置全体の一実施形態を
示すブロック図。
【図７】本発明の第３の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示す
ブロック図。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る記録管理情報の構成を示す図である。
【図９】本発明の第４の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置全体の一実施形態を
示すブロック図。
【図１０】本発明の第５の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示
すブロック図。



(4) JP 4871992 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

【図１１】本発明の第５の実施形態に係る記録管理情報の構成を示す図である。
【図１２】本発明の第６の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示
すブロック図。
【図１３】本発明の第７の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示
すブロック図。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係る操作画面の一実施形態を示す図。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係る操作画面の一実施形態を示す図。
【図１６】本発明の第５の実施形態に係る操作画面の一実施形態を示す図。
【図１７】本発明の第７の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示
す図。
【図１８】本発明の第７の実施形態に係るディジタル情報記録再生装置の一実施形態を示
す図。
【図１９】本発明の第８の実施形態に係るディジタル放送の一実施形態を示す図。
【図２０】本発明の第８の実施形態に係る情報提供局の一実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下本発明によるディジタル情報記録再生装置の実施形態について説明する。
【実施例１】
【００１８】
１．ムーブと同時にコピーを作る為の構成例
  図１は、ハードディスクなどの記録媒体に、コピー世代制御信号が付されたコンテンツ
を記録し、記録したコンテンツを他の記録媒体に指定回数分ムーブを許可するディジタル
情報記録再生装置１００の一実施例を示すブロック図である。
【００１９】
　図中１は入力端子であり、ディジタル放送等で用いられる例えばＭＰＥＧ２トランスポ
ートストリーム(以降ＭＰＥＧ２－ＴＳとする)を入力する。２は制御信号検出部であり、
入力されたＭＰＥＧ２－ＴＳ中に含まれるコピー世代制御情報を検出し、制御バス２２を
介して制御部１０に検出結果を送信する。３は切替部であり、前記制御信号検出部２と後
述の復号制御部１４からのストリームを制御部１０により切り替える。１３は暗号制御部
であり、入力されたＭＰＥＧ２－ＴＳを暗号化する。４は記録制御部であり、記録媒体６
へ記録するストリーム及びまたは、管理情報をメモリ９にバッファリングするとともに、
記録する為のコマンドを発行し、ストリームの転送等の処理を行う。５は入出力部であり
、記録媒体６をディジタル情報記録再生装置１００に接続し、データ転送を行う。６は記
録媒体であり、例えばハードディスクなどで構成する。７は再生制御部であり、前記記録
媒体６へコマンドを発行し管理情報やストリームを再生した後、メモリ９にバッファリン
グし復号制御部１４にストリームを出力する。また、前記再生御部７は前記制御信号検出
部２により検出した結果に応じて、例えば、管理情報もしくはストリームを不能化制御部
８に供給する。前記不能化制御部８は、入力された管理情報またはストリームを復元する
ことを不可能にする為の変換処理を施し、前記記録制御部４に供給する。９はメモリであ
り、前記記録制御部４と前記再生制御部７からのストリームをそれぞれ別領域にバッファ
リングし、時分割に読み込みもしくは書き込みを行い、連続的にアクセスする為のバッフ
ァであり、例えば半導体メモリで構成する。１４は復号制御部であり、暗号化されたＭＰ
ＥＧ２－ＴＳを復号化する。１０は制御部であり、例えばマイクロプロセッサ等により構
成し、ディジタル情報記録再生装置１００を制御する。１１はムーブ回数情報更新部であ
り、記録媒体６に記録したコンテンツをムーブした数を検出し、制御部に結果を送信する
。１２は出力端子であり、前記復号制御部１４より復号したコンテンツを出力する。２２
は制御バスであり、制御部１０と制御バスに接続された各ブロック間においてデータ通信
を行う。２３は、リモコンインタフェース制御部であり、入出力部２４を介してディジタ
ル情報記録再生装置１００をユーザーが外部から操作する為の信号を制御部１０に送信す
る。
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【００２０】
　図２は、前記記録媒体６へコンテンツを記録した例を示す図である。コンテンツごとに
、コンテンツの内容を示す管理情報と、コンテンツの実態であるデータとをそれぞれ管理
情報領域５０１と、データ領域５０２に記録する。管理情報には例えば、コンテンツのタ
イトルを示すファイル番号５０３，データ領域の先頭アドレス及び記録サイズ５０４、コ
ピー情報５０８、ムーブ回数５０９、鍵情報５０６などを記録する。データ領域には、管
理情報領域５０１に記録された先頭アドレス５０４に該当するアドレスからコンテンツを
書き込む。新たにコンテンツを記録するたびにファイル番号１、ファイル番号２・・・・
・、ファイル番号ｎと管理情報及びコンテンツが逐次記録されていく。
【００２１】
　コピー情報５０８は、前記制御信号検出部２にて検出したコピー世代制御情報であり、
例えば、２ビットの信号で００＝コピー可(Copy Free）１０＝一世代のみ記録を許す（Co
py One Generation）１１＝コピー禁止(Copy Never)といった指定が考えられる。ディジ
タル情報記録再生装置１００において「Copy One Generation」を記録したコンテンツに
対して、０１＝Copy One Generationで一回コピーされたものをこれ以上コピーできない(
Copy No More)と定義してもかまわない。
【００２２】
　ムーブ回数５０９は、例えば「Copy One Generation」のコンテンツを「Copy No More
」として記録したコンテンツを、同一もしくは、異なるフォーマットで、ムーブ可能とす
るためのコピー許可回数を示す情報を格納し、例えば３回許可する意味を示す２を入力す
る。
【００２３】
　２．暗号／復号制御部の説明
  図３は、暗号制御部１３の構成を示す一実施例である。複数個からなる２０１，２０２
，２０３は鍵情報であり暗号鍵を演算するときの種となる例えば、前記記録媒体６に内蔵
された固有情報や、乱数発生器にて演算した乱数等を用いる。２０４は入力端子であり、
鍵情報の一つである例えば、ムーブ回数情報更新部に保持した結果を入力する。前記鍵情
報２０１～２０４の一つ以上の情報が管理情報領域５０１内の鍵情報５０６に相当する。
２０５は鍵生成部であり、前記鍵情報から暗号鍵を生成する。２０６は入力端子であり、
平文に相当する前記切替部３が直結する。２０７は暗号器であり、２０８は出力端子であ
り、前記暗号器２０７により暗号化された信号が前記記録制御部４へと供給される。
【００２４】
　図４は、復号制御部１４の構成を示す一実施例である。前記暗号制御部１３と同様に前
記鍵情報２０１，２０２，２０３と前記入力端子２０４からの鍵情報が、前記鍵生成部２
０５に供給され復号鍵を生成する。２０９は入力端子であり、前記記録媒体６に記録され
た暗号文を、前記再生制御部７を介し再生した信号が供給される。２１０は復号器であり
、２１１は出力端子であり、前記復号器２１０により復号した信号を出力する。
【００２５】
　図５は前記鍵生成部２０５の構成例を示す図である。図中２０１，２０２，２０３，２
０４は鍵情報であり、２１２，２１４はレジスタであり、２１３はハッシュ関数演算器で
ある。前記レジスタ２１２は、鍵情報を一時保持しハッシュ関数演算器２１３へ入力する
。ハッシュ関数演算器２１３により演算された出力を、レジスタ２１４に保持し、暗号鍵
または復号鍵とする。ここで鍵情報の例としては、１２８ビットの鍵情報１と８ビットの
鍵情報２と１６ビットの鍵情報３と１６ビットの鍵情報４を連結した１６８ビットを、ハ
ッシュ関数演算器２１２に供給する。前記ハッシュ関数演算器２１２では、この１６８ビ
ットをハッシュ演算し演算結果のうちの例えば１２８ビットを抜出し鍵とする。ハッシュ
関数は、その出力結果から、入力データが類推困難な関数であり、データ鍵から、秘密情
報である鍵情報が求められない。本発明においては、前記鍵情報の数と連結の方法及び、
ビット幅については、特に限定はしない。
【００２６】
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　前記構成において、ムーブ実行ごとに、鍵情報の一つとしての「コピー回数」が変化す
るため、その都度暗号鍵を演算し管理情報領域５０１の鍵情報５０６を更新する。
【００２７】
　暗号鍵が同一コンテンツに対して異なる為、仮に「コピー回数」のみ改竄した場合にお
いては、記録されたコンテンツを復号することが不可となり、コンテンツのムーブ数の制
限をより確実に行うことができ、強度の高い著作権保護を実現できる。
【００２８】
　また、前記鍵情報２０１，２０２，２０３，２０４のどれかひとつをムーブ実行時にお
いて変更することにより、同様にムーブ数の制限を規定できる。
【００２９】
　３．動作説明
  次に、ファイル番号１のコンテンツを記録時のコピー世代制御信号が「Copy One Gener
ation」であり、且つムーブ回数５０９にて「３回」ムーブを許可したものとして、動作
を説明する。
【００３０】
　まず記録時は、前記制御部１０にてコンテンツの記録先アドレスなどの記録管理情報５
０１を設定し、前記記録制御部４を介して前記記録媒体６に記録する。次に入力端子１か
らＭＰＥＧ２－ＴＳを入力し、特定パケット内に付されたコピー世代制御情報を制御信号
検出部２で検出し、検出結果の「１０」を制御バス２２経由で前記制御部１０に通知する
。前記制御部１０は、受信したコピー管理情報が「Copy One Generation」であった為、
以降のコピーを禁止する「Copy No More」として、前記コンテンツのコピー情報５０８に
格納する。
【００３１】
　また、前記コンテンツの記録時は、コピー回数は３回可能である為、３から１を減算し
た「２」を鍵情報２１４に設定し暗号鍵を生成し、使用した鍵情報を管理情報領域５０１
の鍵情報１として記録する。その後は、記録中のコンテンツが終了するまで、データ領域
５０２に暗号化記録を続け、所定量の記録が終了するか、ユーザーによる停止要求がリモ
コンインタフェース制御部２３から入力された時点のサイズをアドレスと合わせて記録す
る。前記コンテンツは、コピー管理情報においては「Copy No More」であるが、２回まで
はムーブ可能となる。
【００３２】
　次に、ファイル番号１のコンテンツの再生（ムーブ）について説明する。図１４はディ
ジタル情報記録再生装置１００の出力端子１２をデコーダ及びモニタ等に接続し、ユーザ
ーが操作するための操作画面の一実施例である。
【００３３】
　図中(ａ)が記録コンテンツの一覧を示す図であり、(ｂ)が(ａ)から遷移しムーブ回数を
確認する画面を示す図であり、(ｃ)が更に（ｂ）から遷移しムーブ先を選択する画面を示
す図であり、(d)がムーブを終了し、ムーブ可能回数が減算された画面を示す例であり、(
ｅ)が更に(ｄ)から遷移し、許可されたムーブ回数を実行し、タイトル欄からコンテンツ
が削除された例を示す図である。４０１は記録したコンテンツのタイトル、４０２が記録
日時、４０３が記録時のビットレートを示す記録モード、４０４がムーブ可能回数、４０
５がムーブ先を選択するメニューを示す。
【００３４】
　まず前記制御部１０は、ユーザーによる「再生」もしくは「ムーブ」が選択されたこと
を示す信号をリモコンインタフェース制御部２３から検出すると、記録媒体６に記録され
た管理情報領域５０１を読み出し、記録コンテンツ一覧を示す図中の(ａ)画面を表示する
。ユーザーにより、タイトル「ＡＡＡＡＡ」を選択したことを示す信号を図２中の制御部
１０が検出すると、「ＡＡＡＡＡ」コンテンツに対応するファイル番号１の情報を読み出
す。この時点で、図中の（ｂ）画面に遷移し、ムーブ可能な回数を、ユーザーに対して表
示し、ムーブ実行の確認を促し入力を待つ。
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【００３５】
　これにより、ユーザーはムーブ可能な回数を認知でき、残りのムーブ回数を意識して実
行することができる。
【００３６】
　ユーザーによる許可を検出すると、図中（ｃ）画面に遷移しムーブ先を決定する。ここ
で、図中（ｂ）画面と（ｃ）画面は同一画面としてもよい。
【００３７】
　ユーザーがムーブ先を選択すると、図２中の管理情報から鍵情報５０６を読み出す。次
に、図１中の復号制御部１４の各鍵情報に読み出した値を設定し復号鍵を生成する。更に
生成した復号鍵を復号制御部１４に設定する。
【００３８】
　また、ムーブ回数情報更新部１１は、管理情報内のムーブ回数５０９を参照し、元の値
の「２」から「１」減算した値の「１」を保持する。また、前記制御部１０は図２中の管
理情報領域５０１に新たにファイル番号１と同一データサイズを有するファイル番号ｎを
作成し、前記ムーブ回数情報更新部１１に保持した値を前記ムーブ回数５０９に書き換え
る。同時に、ファイル番号１の管理情報を再生制御部７から、不能化制御部８に供給し、
元のデータを例えば、全て"１"に書き換える等の演算処理を施した後、結果を保持する。
【００３９】
　前記不能化制御部８で演算する管理情報は、鍵情報５０６のみとしても、もとの暗号鍵
が生成されない為、同一な効果が得られ、且つ制御に要する時間も最小に済む利点がある
。
【００４０】
　更に、切替部３を再生制御部７からの信号に切替えた後、アドレス１に記録した先頭ア
ドレスから指定サイズ分のコンテンツをリードしムーブ処理を開始する。この時再生制御
部７は、ムーブ対象コンテンツのコピー管理情報を「Copy One Generation」に変更する
。
【００４１】
　再生したコンテンツは復号制御部１４にて復号された後、出力端子１２から出力すると
同時に、前記切替部３、前記暗号制御部１３、前記記録制御部４、前記メモリ９を介し、
コピー管理情報が「Copy No More」のコンテンツとしてファイル番号ｎのアドレスｎに指
定された先頭アドレスから順に記録される。この時の鍵情報の一つであるコピー回数は「
１」となる。前記記録制御部４，前記再生制御部７は前記メモリ９に各コンテンツをバッ
ファリングし、前記記録媒体６を時分割に制御し記録と再生を連続的に実行する。指定サ
イズ分の再生及び記録が終了した時点で、不能化制御部８に保持したファイル番号１の演
算結果を記録制御部４により、ファイル番号１の管理情報領域に書き込む。
【００４２】
　その後、ファイル番号ｎの管理情報のファイル番号を１に書き換えることにより、コピ
ー回数が１減算されたファイル番号１のコンテンツが前記記録媒体６に存在することにな
る。図１４（ｄ）がムーブ終了時の操作画面となり、コピー回数が「１」に変更された構
成となる。
【００４３】
　更にコピー回数「１」のムーブ時においては、管理情報領域５０１にコピーを生成せず
、ムーブ終了時に不能化制御部８にて、再生不能とした管理情報をファイル番号１の管理
情報に上書きする。これにより、(ｅ)画面に示すように、タイトル「ＡＡＡＡＡ」のコン
テンツは削除される。
【００４４】
　前記構成にて、コピー世代制御信号が「Copy One Generation」コンテンツを記録し、
「Copy No More」コンテンツとなったコンテンツに対しムーブ回数を制限した記録再生装
置を実現できるため、コンテンツの著作権者に対しては、著作権の保護ができる。また、
ユーザーに対しては、指定回数以内で他の記録媒体に対し同一コンテンツのムーブが可能
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となり、ムーブ後においても記録再生装置内にコンテンツが存在する為、視聴可能となり
使い勝手が向上する。また、同一コンテンツを複数個用意しない為、記録媒体６の容量を
有効に使用できる。
【実施例２】
【００４５】
　４．レコーダへの応用例
  次に図６を用いて実施例１のディジタル情報記録再生装置１００をディジタル放送レコ
ーダ１０００に応用した一実施例を説明する。同一機能のものにおいては、同一符合とし
説明を省略する。
【００４６】
　３０１は入力端子であり、たとえば放送用衛星などの中継局からの電波が入力される。
３０２はチューナ部であり、ここでＲＦ帯域の電波はＩＦ帯域 (Intermediate Frequency
) に周波数変換され、受信チャネルに依存しない一定の帯域の信号として、復調部３０３
に出力するものである。復調部３０３は、チューナ部３０２から入力されたビットストリ
ームに伝送のために施された変調操作を復調する。誤り訂正部３０４では、伝送途中で発
生した符合の誤りを検出しさらには訂正した後、フィルタリング部３０４に出力するもの
である。フィルタリング部３０５は、誤り訂正部３０４から入力されたＭＰＥＧ２－ＴＳ
につき伝送暗号の解除を行った後、記録媒体６に記録を行うプログラムが多重化されてい
る１トランスポンダ周波数を選択し、この選択した１トランスポンダ内のビットストリー
ムを１プログラムのオーディオとビデオのパケットに分離化する。３０６はタイムスタン
プ付加部であり、後述するタイミング調整部３０７において受信時のパケット間隔を再生
時においても保時する為に、受信したパケット内から時刻管理情報であるＰＴＳ(Present
ation Time Stamp)と、ＭＰＥＧシステムの基準復号器内部のＳＴＣ(System Time Clock)
を検出し、前記検出結果により補正したタイミングでタイムスタンプを付加するものであ
り、タイムスタンプを付加したＭＰＥＧ２－ＴＳをディジタル情報記録再生装置１００の
入力端子１に供給し、記録媒体６に暗号化記録する。
【００４７】
　再生時には、ディジタル情報記録再生装置１００の出力端子１２から復号化したＴＳパ
ケットを受け取り、タイミング調整部３０７で、付加されたタイムスタンプを参照し、再
生出力の時刻管理情報であるＰＴＳが、ＳＴＣと一致したときにそのアクセス・ユニット
を再生出力する。前記タイミング調整部３０７の出力はＡＶデコーダ３０８に供給され、
ＡＶデコーダ３０８にて、入力されたオーディオとビデオのパケットデータをデコードし
、ビデオデータはディジタルエンコーダ３０９に、オーディオデータはオーディオＤＡＣ
３１１にそれぞれ出力するものである。ディジタルエンコーダ３０９は、ＡＶデコーダ３
０８から受け取ったビデオデータをテレビ出力信号に変換し、外部に出力端子３１０を介
して出力するものである。オーディオＤＡＣ３１１は、ＡＶデコーダ３０８から受け取っ
たオーディオデータをアナログ信号に変換し、外部に出力端子３１２を介して出力するも
のである。また、出力端子１２は、第２のレコーダまたは記録媒体にコンテンツをムーブ
する為、第２の制御信号検出部３１３において、コピー管理情報を検出し「Copy One Gen
eration」を「Copy No More」に変換し、第２の暗号制御部３１４にて暗号化したコンテ
ンツをディジタルインタフェース制御部３１５に供給し、出力端子３１６に接続された第
２のレコーダもしくは記録媒体に対して、コンテンツのムーブを行うものである。
【００４８】
　この構成において、実施例１の説明のように、「Copy One Generation」のディジタル
放送コンテンツを、レコーダ１０００が有する第１の記録媒体である例えばハードディス
クに記録し、ハードディスクに記録した後は「Copy No More」コンテンツとして扱いつつ
、リムーバブルな第２のレコーダもしくは記録媒体である例えば、ＤＶＨＳまたは光ディ
スクやメモリカード等に回数限定のムーブ機能を有することができる。従って、コンテン
ツの著作権者に対しては、著作権の保護ができる。また、ユーザーに対しては、指定回数
以内で他の記録媒体に対し同一コンテンツのムーブが可能となり、ムーブ後においても記
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録再生装置内にコンテンツが存在する為、視聴可能となり使い勝手が向上する。また、同
一コンテンツを複数個用意しない為、ハードディスクの容量を有効に使用できる。
【００４９】
　前記ディジタルインタフェース制御部３１５の代わりとして、第２の記録制御部を設け
ても同様に他の記録媒体に対し、回数限定のムーブを行うことが可能である。また、ムー
ブ先においては、暗号化がなされているため、著作権保護も実現できる。
【実施例３】
【００５０】
　５．予めコピーを作っておきムーブし削除する構成
　次に、図７を用いて、コンテンツの記録時に予めムーブ用のコンテンツを生成し、ムー
ブ実行時にムーブ用コンテンツを削除する一実施例につき説明する。同一機能については
、同一符号とし説明を省略する。
【００５１】
　図中１５及び１６はエンコーダであり、入力したコンテンツに対して、出力端子１２，
１８，１９のいずれかに接続された第２及び第３の記録媒体の記録容量に合わせた圧縮率
にてエンコードする。
【００５２】
　圧縮率は例えば、ディジタル放送においてのハイビジョン放送などの高精細（High Def
inition,以後ＨＤとする）方式から標準精細（Standard Definition,以後ＨＤとする）方
式へとダウンコンバートし、記録容量の最適化を図る。エンコード方式としては、これに
限定するものではなく、ＭＰＥＧ４もしくは、Ｈ．２６４方式のエンコーダとしても記録
媒体に合わせたビットレートに変換できる。前記第１，第２のエンコーダ１５、１６は制
御信号検出部２からの信号を圧縮し、切替部３に出力する。制御部１０は前記切替部３を
時分割に切替え、前記制御信号検出部２と前記エンコーダ１５，１６の出力を暗号制御部
１３経由で、記録制御部４に供給し、記録制御部４により、メモリ９に随時バッファリン
グしつつ、更に前記メモリ９にバッファリングしたストリームを記録媒体６に記録してい
く。
【００５３】
　この構成によると、同一コンテンツに対して、受信時のコンテンツと第１のエンコーダ
で圧縮した第２のコンテンツと、第２のエンコーダで圧縮した第３のコンテンツが記録媒
体６に記録することができる。
【００５４】
　図８は、記録媒体６の管理情報領域５０１とデータ領域５０２を示す一実施例である。
管理情報領域５０１には、同一コンテンツに対して、ビットレートの異なる３つのファイ
ル、ファイル番号０_１，ファイル番号０_２，ファイル番号０_３が生成される。コピー
回数は、各々の１回のみムーブが許可される為、「１」を設定する。この管理情報のビッ
トレートを元に、例えば、カード用コンテンツ、光ディスク用コンテンツ、ＩＥＥＥ１３
９４用コンテンツとユーザーに表示し、カード用コンテンツを出力端子１８に割り当て、
カードへの記録を行うインタフェースを備え、光ディスク用コンテンツを出力端子１９に
割り当て、光ディスクへの記録を行う例えばＡＴＡＰＩインタフェースを備え、ＩＥＥＥ
１３９４用コンテンツを出力端子１２と、ＡＶデコーダ３０８に割り当て、Ｄ－ＶＨＳレ
コーダ等への記録を行うＩＥＥＥ１３９４インタフェースを備え、ユーザーに表示し選択
させることでムーブ時において、細かな設定を必要としない機能とすることもできる。
【００５５】
　また、逆にエンコーダ１５及び、またはエンコーダ１６のビットレートを、ユーザーに
より任意に設定可能とすることで、出力端子１２，１８，１９に接続先された記録媒体に
、より適応したビットレートのコンテンツが生成でき、記録媒体６の容量とムーブ実行速
度の最適化が図れる。
【００５６】
　また、エンコーダ１５とエンコーダ１６を同一の圧縮比に設定することで、同一圧縮率
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のコンテンツを２個生成することも可能となる。
【００５７】
　また、前記エンコーダ１５，１６を削除して前記切替部３でそれぞれを切り替えること
でも同一圧縮率のコンテンツを３個生成することができる。
【００５８】
　６．動作説明
  次に、記録媒体６に記録したコンテンツをムーブする動作について、ファイル番号１_
２をムーブ対象とし説明する。
【００５９】
　このコンテンツのムーブ実行時において、前記制御部１０は、管理情報領域５０１を記
録媒体６から読み出す。図１５はディジタル情報記録再生装置１００の出力端子１２にデ
コーダ及びモニタ等を接続し、ユーザーが操作するための操作画面の一実施例である。図
中（ａ）が記録コンテンツの一覧を示す図であり、（ｂ）が（ａ）から遷移しムーブ可能
なファイルを確認する画面を示す図であり、（ｃ）が更に（ｂ）から遷移し、ムーブ先を
選択する画面を示す図であり、(ｄ)が更に(c)から遷移し、ムーブされた記録モードが削
除された画面を示す図であり、（ｅ）が更に許容された数のムーブを行った後にコンテン
ツがタイトルから削除された画面を示す。
【００６０】
　ユーザーが「ムーブ」を実行すると、まず前記制御部１０は記録媒体６に記録した管理
情報領域５０１を読み出し、（ａ）画面を表示する。ユーザーは、ファイル番号１に相当
するタイトル「ＢＢＢＢＢ」を選択すると（ｂ）画面に遷移し、ムーブ可能なビットレー
トのファイルを表示する。
【００６１】
　次にムーブ対象のファイル「ＬＰモード」を選択すると（ｃ）画面に遷移し、ムーブ先
を例えば、「メモリカード」に決定する。ムーブへの移行が実行すると、ムーブ回数情報
更新部１１は、管理情報領域５０１内のムーブ回数５０９を参照し、「１」に変更し保持
する。また、前記制御部１０は、ファイル番号１_２の管理情報を再生制御部７から、不
能化制御部８に供給し、アドレス５０４を例えば、全て"１"に書き換える等の演算処理を
施し、更にムーブ回数５０９の値をムーブ回数情報更新部の値に置き換えた後、結果を保
持する。
【００６２】
　設定が終了した時点から、ムーブを開始し、アドレス５に記録した先頭アドレスから指
定サイズ分のコンテンツのリードを開始する。この時、再生制御部７は、ムーブするコン
テンツのコピー管理情報を「Copy One Generation」に変更する。
【００６３】
　再生したコンテンツは出力端子１２から復号し出力する。指定サイズ分の再生が終了し
た時点で、不能化制御部８に保持したファイル番号１_２の演算結果を記録制御部４によ
り、ファイル番号１_２の管理情報領域に書き込む。
【００６４】
　その結果、「ＬＰモード」が削除された（ｄ）画面となる。さらに「ＳＰモード」をム
ーブした場合、（ｅ）画面となり、ファイル番号１に相当するタイトル「ＢＢＢＢＢ」が
削除される。
【００６５】
　前記構成にて、コピー世代制御信号が「Copy One Generation」コンテンツを記録し、
「Copy No More」コンテンツとなったビットレートの異なる同一コンテンツのムーブ回数
を制限した記録再生装置を実現できるため、コンテンツの著作権者に対しては、著作権の
保護ができる。また、ユーザーに対しては、指定回数以内で他の記録媒体に対し、適切な
ビットレートの同一コンテンツのムーブが可能となり、ムーブ後においても記録再生装置
内にコンテンツが存在する為、視聴可能となる。更にムーブするコンテンツは記録時に既
に生成されている為ムーブに要する時間が短縮化でき、使い勝手が向上する。
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【実施例４】
【００６６】
７．レコーダ応用例
　図９は、実施例３のディジタル情報記録再生装置をディジタル放送レコーダに応用した
一実施例を示すブロック図である。
【００６７】
　記録制御部３１９に第２の記録媒体として光ディスクが接続され、記録制御部３２３に
第３の記録媒体としてメモリカードが接続され、ディジタルインタフェース制御部３１５
の出力端子３１６には第４の記録媒体であるＩＥＥＥ１３９４インタフェースを有したＤ
－ＶＨＳレコーダが接続された構成とする。
【００６８】
　本構成によれば、各記録媒体に対して、各々一回ずつムーブが可能であり、且つ再生制
御部により出力端子１２，１８，１９へ出力するコンテンツを切り替えることで同一記録
媒体に同一コンテンツを２回ムーブすることも可能となる。
【００６９】
　また、コピー世代管理情報は、再生制御部において「Copy No More」から「Copy One G
eneration」として、出力端子１２，１８，１９から出力する。制御信号検出部３１３，
３１７，３２１において、コピー世代制御信号を検出し、「Copy One Generation」から
「Copy No More」へ変更し各記録媒体にコンテンツを記録する。ここで、ディジタル情報
記録再生装置１００とその他の構成要素を一体化した、例えばＬＳＩ(Large Scale Integ
rated Circuit)とした場合においては、制御信号検出部３１３，３１７，３２１を省略し
コピー世代制御信号を「Copy No More」のままムーブしてもよい。前記構成によると、回
路の簡素化を図ることができ、ＬＳＩのコストを低減することができる。
【００７０】
　ディジタル放送レコーダを上記構成としたことにより、コピー世代制御信号が「Copy O
ne Generation」コンテンツを記録し、「Copy No More」コンテンツとなったビットレー
トの異なる同一コンテンツのムーブ回数を制限した記録再生装置を実現できるため、コン
テンツの著作権者に対しては、著作権の保護ができる。また、ユーザーに対しては、指定
回数以内で他のレコーダや記録媒体に対し、適切なビットレートの同一コンテンツのムー
ブが可能となり、ムーブ後においても前記ディジタル放送レコーダ内にコンテンツが存在
する為、視聴可能となる。更にムーブするコンテンツは記録時に既に生成されている為ム
ーブに要する時間が短縮化でき、ディジタル放送レコーダの使い勝手が向上する。
【実施例５】
【００７１】
８．ムーブの権利数をカウントダウン。ムーブと同時にコピーを作るがユーザーからは残
りの権利数のみがみえる。
【００７２】
　次に、図１０及び図１４を用いて、予めムーブするコンテンツを生成し、ムーブ実行時
にムーブ用コンテンツを再度記録しなおし、ユーザーにはムーブ可能な回数のみを通知す
る一実施例につき説明する。
【００７３】
　図１６はディジタル情報記録再生装置１００の出力端子１２にデコーダ及びモニタ等を
接続し、ユーザーが操作するための操作画面の一実施例である。図中（ａ）が記録コンテ
ンツの一覧を示す図であり、（ｂ）が（ａ）から遷移しムーブ可能なファイルを確認する
画面を示す図であり、（ｃ）が更に（ｂ）から遷移し、ムーブ先を選択する画面を示す図
であり、(ｄ)が更に(c)から遷移し、ムーブされた記録モードが削除された画面を示す図
であり、（ｅ）が更に許容された数のムーブを行った後にコンテンツがタイトルから削除
された画面を示す。
【００７４】
　図１０中の切替部３により切り替える信号は、制御信号検出部２と、エンコーダ１５と
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エンコーダ１６と、復号制御部１４からの４つのストリームを切り替える構成となる。前
記切替部３の出力は暗号制御部１３にて順次コンテンツの暗号化を行い、記録制御部４に
よりメモリ９にバッファリングしつつ、記録媒体６に記録していく。この時の暗号鍵とし
ては、同一のコンテンツに対して共通であっても、異なる値としてもどちらにおいても、
コンテンツの著作権を保護することができる。
【００７５】
　また、ムーブ回数情報更新部１１の値を鍵情報の一つとして用い、ムーブ実行ごとに変
化させることにより、更にシステム全体のコンテンツ保護に対し強度が増す効果が得られ
る。コンテンツの記録時において、エンコーダ１５とエンコーダ１６により、異なるビッ
トレートのコンテンツを生成し、３つのファイル番号を生成する点は実施例３と共通であ
る。ここでは、ムーブ実行時には、切替部３を復号制御部７からの出力に設定し、ムーブ
対象のコンテンツを再度記録媒体６に暗号化記録しなおす点と、管理情報領域５０１に記
録するムーブ回数５０９とコピー情報５０８が、レートの異なる同一コンテンツ間で共通
化する点が異なる。
【００７６】
　この方式において、ユーザーには（ｂ）画面に示すようにムーブ可能な回数とムーブす
るコンテンツのレートを表示し決定を促す。ムーブが終了すると（ｃ）画面となりムーブ
可能回数が減算される。
【００７７】
　次にムーブを行う場合においては、(ｄ)画面となり、ムーブ回数は1回に減っているが
、それぞれのビットレートのコンテンツが記録媒体６に存在する為、「ＳＰモード」と「
ＬＰモード」のどちらかを選択可能となる。
【００７８】
　ムーブ許可回数が「０」となった時点で全ての管理情報を不能化制御部８で、再生不能
とし、（ｅ）画面としタイトルから削除される。
【００７９】
　図１１は記録媒体６に記録された管理情報領域５０１と、データ領域５０２を示す図で
ある。この例では、コピー情報５０８とムーブ回数５０９をコンテンツ単位で共通とした
ものである。再生時においては、ユーザーが選択したビットレートのコンテンツを再生し
、ムーブが終了するごとに、共通のムーブ回数５０９を減算していき、ムーブ回数５０９
が「０」になった時点で管理情報領域５０１から削除する。
【００８０】
　前記構成にて、コピー世代制御信号が「Copy One Generation」コンテンツを記録し、
「Copy No More」コンテンツとなったビットレートの異なる同一コンテンツのムーブ回数
を制限した記録再生装置を実現できるため、コンテンツの著作権者に対しては、著作権の
保護ができる。また、ユーザーに対しては、指定回数以内で他の記録媒体に対し、同一も
しくは異なったビットレートの同一コンテンツのムーブが可能となり、ムーブ後において
も記録再生装置内にコンテンツが存在する為、視聴可能となる。更にムーブするコンテン
ツが記録時に生成されているため、ムーブに要する時間が短縮化できる。更に、一度ムー
ブしたビットレートのコンテンツを再度記録しなおす為、同一ビットレートのコンテンツ
を指定回数内であれば複数回ムーブ可能となる。また、エンコーダ１５とエンコーダ１６
のビットレートをユーザーにより、任意に設定可能とし、第２及び第３の記録媒体に最適
化した容量に予め設定できるため、使い勝手向上する。
【００８１】
　９．レコーダ応用例
  図１２は実施例５のディジタル情報記録再生装置をディジタル放送レコーダに応用した
一実施例である。出力端子１２からは、ディスプレイへの表示用と、第２の記録媒体へム
ーブする為のコンテンツを出力する。出力端子１８には、第３の記録媒体へムーブするビ
ットレート変換したコンテンツを出力する。また、出力端子１９には、第４の記録媒体へ
ムーブするビットレート変換したコンテンツを出力する。ムーブするコンテンツは、切替
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部２０と切替部３により、再度記録媒体６へ記録し、コピー回数情報のみが減算される。
従って、例えば、出力端子１２からビットレート変換したコンテンツをムーブしても、コ
ピー回数情報が「０」でなければ、以降に同一ビットレートのコンテンツを再度ムーブ可
能となる。
【００８２】
　前記構成のディジタル放送レコーダにて、コピー世代制御信号が「Copy One Generatio
n」コンテンツを記録し、「Copy No More」コンテンツとなったビットレートの異なる同
一コンテンツのムーブ回数を制限したディジタル放送レコーダを実現できるため、コンテ
ンツの著作権者に対しては、著作権の保護ができる。また、ユーザーに対しては、指定回
数以内で他の記録媒体に対し、同一もしくは異なったビットレートの同一コンテンツのム
ーブが可能となり、ムーブ後においても記録再生装置内にコンテンツが存在する為、視聴
可能となる。更にムーブするコンテンツが記録時に生成されているため、ムーブに要する
時間が短縮化できる。更に、一度ムーブしたビットレートのコンテンツを再度記録しなお
す為、同一ビットレートのコンテンツを指定回数内であれば複数回ムーブ可能となる。ま
た、エンコーダ１５とエンコーダ１６のビットレートをユーザーにより、任意に設定可能
とし、第２及び第３の記録媒体に最適化した容量に予め設定できるため、ディジタル放送
レコーダの使い勝手向上する。
【００８３】
　また、第２，３，４記録媒体に記録時においても、それぞれのフォーマットに適応した
暗号制御部３１４，３１９，３２３を付加し、暗号化する為、ムーブ先においてもコンテ
ンツの著作権保護を実現可能とする。
【実施例６】
【００８４】
１０．オフタイム時にダウンコン実施
  次に、図１３を用いて、記録再生が動作していないオフタイム時に、記録済みのコンテ
ンツをダウンコンバートし、ムーブ用コンテンツを生成する実施例について説明する。
【００８５】
　エンコーダ１５の入力に切替部２１を新たに設け、制御信号検出部２と復号制御部１４
の出力の一方を入力する構成とする。通常は、切替部２１は制御検出部２を選択しており
、ユーザーが指定したビットレートに圧縮処理を施す。切替部３において前記エンコーダ
１５と制御信号検出部２の出力の一方を記録媒体６に記録する。ここで、制御部１０はタ
イマー録画が設定されていない時間や、ユーザーにより設定された時間帯（例えば深夜等
）において起動し、記録媒体６に記録されたコンテンツを再生し、切替部２１を復号制御
部１４に切替、ビットレート変換した同一コンテンツを限定数生成していく。ビットレー
ト変換用の再生が実行されるごとに、管理情報領域５０１に新たなファイル番号５０３が
追加され、許可されたコピー回数分のムーブ用のファイルを生成する。ファイルが許可さ
れたコピー回数分生成していない時点で、ムーブが実行されたときは、ムーブ用ファイル
の生成数を自動で減算し、許可回数を上回らないように管理する。
【００８６】
　この構成によれば、コピー世代制御信号が「Copy One Generation」コンテンツを記録
し、「Copy No More」コンテンツとなったコンテンツのムーブ回数を制限した記録再生装
置を実現できるため、コンテンツの著作権者に対しては、著作権の保護ができる。また、
ユーザーに対しては、指定回数以内で他の記録媒体に対し、同一もしくは異なったビット
レートの同一コンテンツのムーブが可能となり、ムーブ後においても記録再生装置内にコ
ンテンツが存在する為、視聴可能となる。更にムーブするコンテンツがユーザーの使用し
ていない時間帯に生成されているため、ムーブに要する時間が短縮化できる。更に、一度
ムーブしたビットレートのコンテンツを再度記録しなおす為、同一ビットレートのコンテ
ンツを指定回数内であれば複数回ムーブ可能となり、使い勝手向上する。
【００８７】
　また、エンコーダ１５を一つとすることにより、ＬＳＩもしくは記録再生装置のコスト
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を低減することができる。
【実施例７】
【００８８】
１１．ＤＶＤ等に記録されたコンテンツを再生し記録するレコーダの例
  図１７は実施例４のディジタル情報記録再生装置において、第２の記録媒体３２０であ
る例えば光ディスクに記録されたコンテンツを再生し、第一の記録媒体６に記録する一実
施例である。
【００８９】
　記録媒体３２０の製造者により、記録されたコンテンツには予めコピー世代制御信号が
「Copy One Generation」として、記録されているものとする。
【００９０】
　前記の記録媒体３２０をレコーダ１０００のトレイに挿入し、入出力部２５にユーザー
からの記録開始が選択されたことを示す信号が入力されると、記録媒体３２０から再生制
御部３２５によりコンテンツを再生し、復号制御部３２６において暗号化されたコンテン
ツを復号処理し、入力端子１に供給する。
【００９１】
　この構成にすることにより、例えば再生のみを対象とした光ディスク等などに記録され
たコンテンツにおいても、ムーブの回数を指定することが可能となり、レコーダ１０００
の使い勝手を向上させることができる。
【００９２】
　図１８は実施例５のディジタル情報記録再生装置において、第２の記録媒体３２０であ
る例えば光ディスクに記録されたコンテンツを再生し第一の記録媒体６に記録する一実施
例である。
【００９３】
　この構成においても、記録媒体３２０に記録されたコンテンツに対して、ムーブの回数
を規定することが可能となり、レコーダ１０００の使い勝手が向上する。
【００９４】
　ここで、図１７と図１８に示すレコーダ１００の入力端子１に入力するコンテンツをデ
ィジタル放送と記録媒体３２０からの双方を切り替える方式としてもよい。
【００９５】
　また、再生する記録媒体を記録媒体３２４と記録媒体３２０を選択可能としても同一の
効果が得られる。
【実施例８】
【００９６】
１２．ディジタル放送運用とレコーダの関係の例
  次に上記実施例を適用するディジタル放送システム全体について、図１９，図２０を用
いて説明する。
【００９７】
　図１９は、本発明で用いるシステム全体の実施形態を示すブロック図であって、放送で
情報を送受信し、また記録再生する場合を例にとって示したものである。これには、本発
明のディジタル情報記録再生装置が含まれている。６０１は放送局などの情報提供局、６
０２は中継局、１０００はディジタル情報記録再生装置を含むレコーダ、６０４はディス
プレイ、６０５は第二の記録再生装置である。なお、ここで放送などを記録する際は、デ
ィジタル情報記録再生装置に含まれる第一の記録媒体６、第二の記録再生装置６０５のい
ずれか、あるいは双方に記録することができる。
【００９８】
　放送局など情報提供局６０１は、たとえば放送用衛星などの中継局６０２を介して、情
報によって変調された信号電波を伝送する。勿論、それ以外のたとえばケーブルによる伝
送、電話線による伝送、地上波放送による伝送などを用いても良い。受信側のレコーダ１
０００で受信されたこの信号電波は、復調されて情報信号となった後、必要に応じ、第一
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の記録媒体６ないし、第二の記録再生装置６０５へ記録するに適した信号となって記録さ
れる。また、ディスプレイ６０４へ送られる。ここでユーザーは、情報内容を直接視聴す
ることができる。
【００９９】
　また、上記した第一の記録媒体６、第二の記録再生装置６０５で再生された情報は、レ
コーダ１０００を介してディスプレイ６０４へ与えられ、元の映像音声などの情報が視聴
される。情報が予め記録された取外し可能な記録媒体が提供される時は、これを取付けた
、たとえば第二の記録再生装置６０５での再生動作以降が行われる。なお、装置間の情報
の授受はディジタル信号で行われることが多いが、たとえばレコーダ１０００とディスプ
レイ６０４の間は、アナログ信号で接続することもある。
【０１００】
　図２０は、上記システムのうち、放送局などの情報提供局６０１の構成例を示すブロッ
ク図である。７０１はソース発生部、７０２はＭＰＥＧ方式等で圧縮を行うエンコード回
路、７０３はスクランブル回路、７０４は変調回路、７０５は送信アンテナ、７０６は管
理情報付与回路、７０７は入力端子である。カメラ、記録再生装置などから成るソース発
生部７０１で発生した映像音声などの情報は、より少ない占有帯域で伝送できるよう、エ
ンコード回路７０２でデータ量の圧縮が施される。必要に応じてスクランブル回路７０３
で、特定の視聴者のみが視聴可能となるように伝送暗号化される。変調回路７０４で伝送
するに適した信号となるよう変調された後、送信アンテナ７０５から、たとえば放送用衛
星などの中継局６０２に向けて電波として発射される。この際管理情報付与回路７０６で
は、前記したコピー制御情報を始め現在時刻等の情報を付加する。また入力端子７０７か
らは、先の図１９では省略したが、たとえばリクエスト情報が電話回線などを介して入力
される。これはビデオオンデマンドなど、視聴者のリクエストに応えて送出する情報を決
定するシステムで活用される。なお、実際には一つの電波には複数の情報が、時分割、ス
ペクトル拡散などの方法で多重されることが多い。
【０１０１】
　簡単のため図２０には記していないが、この場合、ソース発生部７０１とエンコード回
路７０２の系統が複数個あり、エンコード回路７０２とスクランブル回路７０３との間に
、複数の情報を多重するマルチプレクス回路が置かれる。前記の管理情報付与回路７０６
において、ディジタル放送の運用者がコンテンツに対して、ムーブ回数を指定することに
より、ディジタル情報記録再生装置１０００にてムーブする回数を制限することが可能と
なり、コンテンツの著作権を保護し、且つユーザーにおいては、同一コンテンツのムーブ
がディジタル放送局側で設定した回数内で複数回可能となり使い勝手が向上した、ディジ
タル放送システムを運用することができる。
【０１０２】
　図１９、２０では、送信アンテナより中継局を経由して情報を送信しているが、これに
限らない。例えば、情報提供局がサーバであり、サーバからディジタル情報記録再生装置
までインターネットを経由するようにしても良い。
【０１０３】
　また、以上の実施例を組合わせたものも、本願の実施例の一つであることは言うまでも
ない。
【符号の説明】
【０１０４】
１、２０６、２０９、３０１、６０７…入力端子，２、３１３、３１７、３２１…制御信
号検出部，３、２０、２１…切替部、４、３１９、３２３…記録制御部，５、１７、２４
、２５、３１５…入出力部，６、３２０、３２４…記録媒体，７、３２５…再生制御部，
８…不能化制御部，９…メモリ，１０…制御部，１１…コピー回数情報更新部，１２、１
８、１９、２０８、２１１、３１０、３１２…出力端子，１３、３１４、３１８、３２２
…暗号制御部，１４、３２６…復号制御部，１５、１６…エンコーダ，２２…バス，２３
…リモコンインタフェース制御部，１００、６０５…記録再生装置，２０１、２０２、２
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０３、２０４、５０６…鍵情報，２０５…鍵生成部，２０７…暗号器，２１０…復号器，
３０２…チューナ部，３０３…復調部，３０４…誤り訂正部，３０５…フィルタリング部
，３０７…タイミング調整部，３０８…ＡＶデコーダ，３０９…ディジタルエンコーダ，
３１１…オーディオＤＡＣ，３１４…ディジタルインタフェース制御部，　　　　４００
…ユーザー操作画面，４０１…タイトル欄，４０２…記録日時欄，４０３…記録モード欄
，４０４…ムーブ可否欄，４０５…ムーブ先設定欄，５０１…管理情報領域，５０２…デ
ータ領域，５０３…ファイル番号，５０４…日時情報，５０５…アドレス，５０７…ビッ
トレート指定，５０８…コピー情報，５０９…コピー回数，５１０…コンテンツ，６０１
…情報提供局、６０２…中継局、６０４…ディスプレイ、６０５…送信アンテナ、６０６
…管理情報付加部、１０００…レコーダ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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